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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（流域治水関連法）
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令和3年4月28日 成立

附帯決議（１４項目）

三 流域治水の取組においては、自然環境が
有する多様な機能をいかすグリーンインフラ
の考えを普及させ、災害リスクの低減に寄与
する生態系の機能を積極的に保全又は再生
する ことにより、生態系ネットワークの形成に
貢献すること。

流域治水の推進にあたっては、
治水（防災）と連携した
環境分野の取り組みも重要



R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会グリーンインフラとは
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会グリーンインフラがもたらす多面的な効果
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会グリーンインフラを取り入れた流域治水
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会流域治水×グリーンインフラ 河川環境分野の取り組み
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会流域治水×グリーンインフラの取組事例
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会流域治水×グリーンインフラの取組事例
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R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会（参考）流域治水とグリーンインフラの関係
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■令和２年７⽉ 社会資本整備審議会 答申（抜粋）
「気候変動を踏まえた⽔災害対策のあり⽅について」〜あらゆる関係者が流域全体で⾏う持

続可能な「流域治⽔」への転換〜

○自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進めて
いく グリーンインフラの概念を取り入れつつ、流域治水を進めるべきである。

○流域保水・遊水機能の保全・再生や耕作放棄地を含む水田・農地の活用・保全は生物の生息・
生育・繁殖環境の保全や創出に有効に機能すると同時に、治水対策としても有効である場合が
ある。

○流域治水を進める上で、生態系ネットワークに配慮した自然環境の保全や創出、かわまちづくり
と連携した地域経済の活性化やにぎわいの創出など、防災機能以外の多面的な要素も考慮し、
治水対策を適切に組み合わせることにより、持続可能な地域づく
りに貢献していくべきである。

○災害復旧・復興の際に、気候変動の影響を考慮することに加え、生態系ネットワーク等に配慮し、
場が持つ多面的機能の発揮も意識し水災害対策を進めることが望ましい。

■令和3年４⽉ 衆議院 国交委員会 特定都市河川浸⽔被害対策法等の⼀部を改正する法律案
に対する付帯決議 （抜粋）

○流域治水の取り組みにおいては、自然環境が有する多様な機能を活かすグリーンインフラの考

えを推進し、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再生することにより、
生態系ネットワークの形成に貢献すること。



R３年度 第２回流域治水協議会 合同協議会
（参考）特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律（附帯決議事項）
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